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【要旨】本日お伝えしたいこと
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１．価格転嫁交渉をする時は今

⇒物価上昇（インフレ）、労務費上昇・賃上げのための

『価格転嫁』が求められている今こそ、価格転嫁交渉のチャンス！

２．価格転嫁交渉にはコツがある

⇒価格転嫁の交渉方法（コツ）を知ることで、転嫁が出来る！

３．事業者の『価格転嫁交渉』は法律等で守られている

国も推進している

⇒事業者様は、勇気を持って価格転嫁交渉を！



価格転嫁交渉を成功に導くポイント（３ステップ）
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１-①．インフレ（物価上昇）、実質賃金マイナスの脅威

（１）インフレ（物価上昇）との認識

日銀の植田総裁はR6年2月22日、衆議院予算委員会に出席し、日本経済について今後も

物価上昇が続くとして、「デフレではなくインフレの状態にある」と述べた。

（２）消費者物価指数

総務省が1月24日発表した2024年12月の全国消費者物価指数（生鮮食品を除く）は、

前年同月比＋3.0％上昇した。（生鮮食品含めた「総合指数」＋3.6％）

上昇率が3％台となるのは23年8月（3・1％）以来1年4カ月ぶり。

（３）実質賃金は25ヶ月連続でマイナス（2024年５月）

物価高騰の変動分を反映した「実質賃金」は前年同月比－0.7％

と25ヶ月連続でマイナスで過去最長を更新。物価上昇の勢いに

賃上げのペースは追い付かず、２４年６,７月にプラス転換した

実質賃金は再びマイナス圏に沈んだ。家計は節約志向を強め、

消費の現場からは「買い上げ点数が回復していない」

（日本チェーンストア協会）との声が上がる。〔出典：時事通信社〕 5



１-②．価格転嫁（価格転嫁率）の現状【2024年9月調査】

（１）全体的なコスト上昇分の転嫁割合「価格転嫁率」は49.7 ％（3月46.1％より増加）

（２）コスト増加分を全額転嫁できた割合と価格転嫁不要の割合の合計は

約15ポイント増加（前回32.6％→47.2％）

（３）コスト増加分を「全く転嫁できず」「1割～3割の転嫁」割合の合計は

3割強（32.2％）存在（前回43.2％からは改善されているが・・・）

6
※出典：価格交渉促進月間（2024年9月） フォローアップ調査の結果について（中小企業庁、2024年11月29日）

一方



１-③．価格転嫁の現状（コスト要素別）

7※出典：価格交渉促進月間（2024年9月） フォローアップ調査の結果について（中小企業庁、2024年11月29日）



１-④．価格転嫁の現状（サプライチェーン別）

8※出典：価格交渉促進月間（2024年9月） フォローアップ調査の結果について（中小企業庁、2024年11月29日）



１-⑤．価格転嫁の実施状況（業種別、受注側）
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※出典：価格交渉促進月間（2024年9月） フォローアップ調査の結果について（中小企業庁、2024年11月29日）



１-⑥．価格転嫁の現状（効果的な交渉方法アンケート）

（１）価格転嫁ができた企業のうち、多くが「原価を示した価格交渉」が有効と回答。効果的な価格交渉の
ためには、コスト増加分を定量的に把握し、原価を割り出して提示することが有益。

（２）製品・サービスの原価管理ができていないために、価格交渉が困難となっている事例も。

⇒効果的な価格交渉のためには、投入した時間や費用を定量的に把握し、原価を割り出すことが不可欠。
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２-①．価格交渉のノウハウ（１）【根拠を数値で示す】

【ポイント】（１）値上げする根拠・背景を数字で示す

「原材料」「エネルギーコスト」「労務費」など経費別に分けた上で、具体的に示す。

ア．何が・・・（例）鉄製ネジの仕入価格が…、小麦仕入価格が…

イ．基準とする時期は・・・（例）2024年上半期（2024年4月～2024年9月平均値）

ウ．いつに比べて・・・（例）前回見積をした2019年下半期（2019年4月～2019年9月平均値）

に比べて…

エ．どのくらい・・・（例）＋３５％増加し…

オ．数年間の値動きが分かれば、「推移表」を作成・提示すると更に説得力UP
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【注意事項】
※製品原価計算（原材料費、人件費、加工費、当社利益）を、取引先に全て提示すると、
当社利益も取引先に明らかになってしまい、逆に値下要請を受けるリスクもあることから、
当社利益までは提示せずに交渉するケース・企業もあります



価格転嫁の根拠を数値で示す（労務費編）

１．労務費（人件費）上昇分転嫁は、納入先（親事業者）との交渉が必要

【理由】・製造原価に占める「労務費」割合は、企業によって異なる

・従って、企業の自主努力（企業裁量）での増減が可能

２．基準となる「指標」 〔県内価格転嫁の事例より、参考値〕

（１）●●県「最低賃金上昇率」：◎

998円（R6年10月）【対前年比＋50円＋5.2％】

948円（R5年10月）【同＋40円＋4.4％】

908円（R4年10月）【同＋31円＋3.5％】※877円（R3年10月）

（２）連合が公表する「賃上げ結果」：◎ ※2024春季生活闘争 第７回（最終）回答集計結果について(2024年7月3日公表）

賃上げ分が明確に分かる「賃上げ分（定昇含まず）」は＋10,694円【対前年比＋3.56％】

※うち中小企業(300人未満）は＋8,256 円【同＋3.16％】

※2024年春以降、物価上昇以上の「賃上げ」の気運が醸成されており、「県内最低賃金」の上昇幅を

基準に価格転嫁が進んでいる。事業者にとって、この機会に労務費含めた価格転嫁を進めるチャンス。

参考HP：労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 | 公正取引委員会https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html
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3年前比較＋121円＋13.7％増加
5年前比較＋150円＋17.6％増加



価格転嫁の根拠を数値で示す（労務費編）

【質問】・基準となる「指標」は何を用いれば良いのか？

・発注先からは、明らかにしたくない内部資料（当社決算書「労務費」）の提出、

開示を求められる。

※なお、当社「労務費」は業績低迷から全体では減額しており、上昇していない・・・

【回答】行政等HPで取得できる「公表資料」（最低賃金上昇率、春闘労使交渉妥結上昇率）で良い

【理由とその背景／法制度面等から】

・労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（令和５年11月29日公正取引委員会）

（出典：「第２．１発注者として採るべき行動／求められる行動」より抜粋）

13



価格転嫁の根拠を数値で示す（労務費編）

【計算例】値上金額 ＝ 現行製品単価 × 労務費比率 × 労務費上昇率（●●県最低賃金上昇率、ベースアップ等）

1.69円 ＝ 100円 × 32.5％※ × 5.2％ （●●県最低賃金上昇率を使用）
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出典：労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 （公正取引委員会）P22
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

※当社独自の「労務費率」を公表することに抵抗がある
ケースも多く（理由：採算や原価計算等、明らかにした
くない内部情報を提供するリスクがあるため）、下記出
典の労務費率『平均値』を使用した事例もありました

【留意事項】

※製品原価計算（原材料費、人件費、加工費、当社利益）を、取引
先に全て提示すると、当社利益も取引先に明らかになってしまい、
逆に値下要請を受けるリスクもあることから、当社利益までは提示
せずに交渉するケース・企業もございます〔ケースバイケースで〕



価格転嫁の根拠を数値で示す（原材料編）

１．原材料の使用量を算出

製品1個あたり、原材料の正味重量や投入重量を算出する

２．原材料の単位当たりの変動額（「この期間」は「あの期間」に比べ、何％変動したか）

を算出

ステップ①：基準に用いる「原材料指標」を自社で調査・選定

（※状況に応じ、取引先と上記指標を協議し選定）

ステップ②：上記「指標」の比較対象期間（A期間とB期間を比較）を設定

（※状況に応じ、取引先と上記比較対象期間を協議し決定）

ステップ③：製品１個当たりの「価格転嫁額」を算出

ステップ④：「従前製品単価」＋「価格転嫁額」＝「新製品単価」を算出

（ステップ⑤：原材料指標に連動する『フォーミュラ方式』の契約もある〔指標下落時は価格値下げ〕）
15



価格転嫁の根拠を数値で示す（原材料編）

１．原材料の使用量を算出する

製品１個当たり、原材料の正味重量や投入を算出する【事例】部品1個当たりの投入重量100ｇ

２．原材料の単位当たりの変動額（「この期間」は「あの期間」に比べ、何％変動したか）を算出する

ステップ①：基準に用いる「原材料指標」を自社で調査・選定：【原材料】アルミ、JAPIAのHPで調査

ステップ②：上記「指標」の比較対象期間（A期間とB期間との比較）※2017年下期の見積以来、価格交渉なし。

【事例】2017年下期と2022年下期の比較 （2022年下期平均値）391円 － （2017年下期同）290円 ＝ 101円／㎏

ステップ③：製品１個当たりの「価格転嫁額」

を算出する

【事例】投入重量100ｇ×101円／㎏

＝10.1円／個

ステップ④：従前製品単価＋価格転嫁額

＝「新製品単価」を計算する

【事例】70円／個 ＋ 10.1円／個

＝80.1円／個
16



価格転嫁の根拠を数値で示す（電気代編）

１．当社の全電気使用量を算出する

【事例】22年下期の電力使用量

２．電気代の単位当たりの変動額（「この期間」は「あの期間」に比べ、何％変動したか）を算出する

ステップ①：基準に用いる「電気料金指標」を自社で調査・選定：【電気】中部電力

ステップ②：上記「指標」の比較対象期間（A期間とB期間との比較）

【事例】2017年下期と2022年下期の比較 ： （2022年下期平均値）13.2円 － （2017年下期同）-1.1円 ＝ ＋14.3円／kWh

ステップ③：電気代の「変動総額」を算出

【事例】使用量1,200,000kWh×＋14.3円／kW＝17,160,000円

ステップ④⑤：半期重量を取引先別重量で按分し取引先別按分率

を計算。変動総額に同按分率を掛ける
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【参考】原材料費・エネルギーコスト等のデータ掲載サイト例

以下は一例ですので、参考としてご覧ください。

※際に基準として採用するかどうかは、事業者様と納入先様との間で協議・決定をお願いします。

１．原材料費、エネルギーコスト

一般社団法人 日本自動車部品工業会（JAPIA) ※「原材料費・エネルギー費・物流費の価格転嫁事例集」など

https://www.japia.or.jp/topics_detail1/id=3938 原材料・エネルギー等の価格転嫁促進ツール | 一般社団法人 日本自動車部品工業会 (japia.or.jp)

２．食料価格

農林水産省「食品価格動向調査」（野菜、加工食品、食肉・鶏卵、魚介類）」

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/kouri/ 食品の価格動向：農林水産省 (maff.go.jp)

３．労務費（人件費）

長野県における最低賃金額改定の推移(引上額等)

tokutei-saiteitingin_kentousyouiinkai050809-shiryou7.pdf (mhlw.go.jp)
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【参考】農林水産省「食品価格動向調査」（野菜、加工食品、食肉・鶏卵、魚介類）」より
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https://www.maff.go.jp/j/zyuky
u/anpo/kouri/ 食品の価格動向：農
林水産省 (maff.go.jp)



価格転嫁交渉が収益（営業利益）に与えるインパクト
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R６/３期（実績） 構成比

売上高 1,000,000,000 100.0%

製造原価 原材料費 300,000,000 30.0%

労務費 300,000,000 30.0%

経費（電気代他） 200,000,000 20.0%

製造原価計 800,000,000 80.0%

売上総利益 200,000,000 20.0%

一般管理・販売費 230,000,000 23.0%

営業利益 -30,000,000 -3.0%

R７/３期（予想） 構成比 対前期比

1,050,000,000 100.0% 50,000,000

300,000,000 28.6% 0

309,000,000 29.4% 9,000,000

200,000,000 19.0% 0

809,000,000 77.0% 9,000,000

241,000,000 23.0% 41,000,000

230,000,000 21.9% 0

11,000,000 1.0% 41,000,000

【現状分析】
・売上総利益 ＜ 販売費及び一般管理費
200,000,000 ＜ 230,000,000
⇒営業利益 －30,000,000
⇒固定費（販売費及び一般管理費）を
まかなえる売上総利益を得ていない



２-②．価格交渉のノウハウ（２）【書面で通知】

【ポイント】（１）値上げを説明する社長・従業員が、値上げする背景や

必要性について「腹落ち（納得）」しているか

（２）お取引先（交渉相手）に対しては、値上要請を「書面」で通知

【ケース】

①顧客・取引先に値上げを説明する時は、「今後取引が切られるのでは…」という

恐怖があります。

うやむやな説明は信頼を損なうこともあり、相手に真摯に説明する必要があります。

②そのためには、説明する本人が、値上げの必要性を納得（腹落ち）していることが

必要で、顧客に説明する従業員には、値上背景・根拠を社長から事前に十分説明

しておくことが重要です。

③値上要請については、代表取締役の印鑑を押印した「書面」を作成・通知する。

もちろん宛先は、お取引先（交渉先）の代表取締役とし、お取引先の組織にて

値上げ要請の議論を行ってもらうようにする。（担当者ベースの検討はNG！）
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２-③．価格交渉のノウハウ（３）【自社の強み・競争力を知る】

【ポイント】（１）自社の立ち位置を把握しておく

（２）お取引先から見て、当社の存在はどうか

（３）自社の「強み」「売り」「他社との差別化・競争力」は何か

【ケース】

①自社製品・商品の強みは何か、

②何故、お取引先が当社を選んでくれているのか

③無くてはならない存在か？

④付加価値のある存在となる。

⑤今回の値上交渉の＋αとして、追加で何か付加価値が提供できないか

→価格交渉を有利に進めるために・・・
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２-④．価格交渉のノウハウ（４）【同業他社調査の研究】

【ポイント】

（１）同業他社の状況（価格設定状況）を調査しておく

（２）相場感（大体の価格水準）を把握しておく

【ケース】

①同業の販売価格に比べて当社価格は高いか、低いか

②価格・品質を他社と比較すると良いか、どの様な違いか

③平均的な価格、相場はいくらか
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２-⑤．価格交渉のノウハウ（５）【落とし所、粘り】

【ポイント】（１）交渉の妥協点（落とし所）を予め考慮し交渉に入る

（２）値上する金額については、相手方と何回かキャッチボール

する覚悟で、お互いの妥協点を見出す。粘り強く交渉する

【ケース】

①法人顧客（大口取引先）の場合、値上は顧客にとっても重大な問題

②相手の反応（顔色）を見ながら、値上げ幅の交渉することも必要

③交渉として、先ずは＋15％で依頼し、

「それは困る・・・」と強い反発が見られた場合・・・

＋10％を妥協点（落し所）とする等

④簡単には諦めず粘り強く交渉することが大切
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収益確保のための「価格戦略」「原価低減戦略」

25

１．先ずは収益（営業利益）の確保が優先

◇決算書（損益計算書 P/Lの構造より）

売上高 ←「顧客数」×「販売単価」

-売上原価 （変動費）

売上総利益 （ 粗 利 ）←先ずは「粗利」の増加・改善を

-販売費及び一般管理費（固定費）

営業利益 ←Action①～③により「営業利益」の増加を図ります

２．上記を踏まえ、経営する上での課題・何に取組むか（目標）が

見えてきます

⇒企業を継続するためには、「営業利益」の確保が最優先です！

Action② 原価を抑制できないか？容量減少等

Action③ 経費を削減できないか？効率化等で

Action① 値上げ（価格転嫁）交渉



R2/3 割合 R3/3 割合 R4/3 割合 R5/3 割合

1,825,475 100.0% 1,824,254 100.0% 1,739,112 100.0% 1,768,994 100.0%

②売上原価 1,461,454 80.1% 1,453,312 79.7% 1,471,995 84.6% 1,509,670 85.3%

 材料費 900,970 49.4% 904,629 49.6% 898,125 51.6% 912,843 51.6%

 労務費 348,726 19.1% 352,400 19.3% 381,788 22.0% 371,461 21.0%

 製造経費 211,122 11.6% 197,368 10.8% 191,561 11.0% 223,619 12.6%

③売上総利益（①－②） 364,020 19.9% 370,941 20.3% 267,117 15.4% 259,324 14.7%

④販売費及び一般管理費 318,127 17.4% 327,014 17.9% 347,069 20.0% 320,095 18.1%

 リース料 24,120 1.3% 30,170 1.7% 31,630 1.8% 31,800 1.8%

 人件費 32,386 1.8% 33,737 1.8% 34,351 2.0% 36,072 2.0%

⑤営業利益（③－④） 45,893 2.5% 43,926 2.4% -79,952 -4.6% -60,771 -3.4%

（過去4年間）業績推移

①売上高

【事例⑤】「営業利益」確保の戦略、取り組み
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Action② 原価を抑制
できないか？容量減少等

Action③ 経費を削減
できないか？効率化等

Action① 値上げ
（価格転嫁）交渉

◇決算書（損益計算書構造、対売上比率・割合）を分析し対応することが重要



価格交渉のノウハウ【価格交渉イメージ】

※具体的な図解は、セミナー画面にて、解説します！

【ポイント】

（１）交渉の前に、製造原価計算を行い、採算ラインを出しておく

・どの金額で赤字になるかの把握

（２）交渉のスタートライン（当社の提示価格）は「当社から先に」提示する

・先手必勝

（３）最初のスタートライン（当社の提示価格）は「少し高めに」提示する

・最初の提示価格から高くなることは無い。相手の状況を見て提示する

（４）相手の回答を見たところで、「当社の提示価格」と「相手の提示価格」

を検証し、落し所「妥結金額」を決定する。
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製造原価計算方法と、販売価格設定のポイント

【事例】製品1個当たりの原価計算イメージ図

【ポイント】

１．製造原価計算の目的

受注を受けた製品見積書を作成する際、又は製品販売価格を決定する際の『基準』となる

２．製造原価計算方法と、販売価格設定のポイント

（１）製造原価のうち、「原材料費」「製造労務費」「製造経費」を積算。

（２）本社事務経費等は「一般管理費」として、製造原価の10％程度（仮）を掛け、算出。

（３）製造総原価を算出後、利益確保を目的に「営業利益」を足し合わせ、販売価格を決定。
28



『パートナーシップ構築宣言』とは・・・
事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、

「代表権のある者の名前」で宣言するものです。パートナーシップ構築宣言では、下記の（１）（２）を宣言します。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携

（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守特に、取引適正化の重点5課題について宣言します。

①価格決定方法 ②型管理などのコスト負担 ③手形などの支払条件 ④知的財産・ノウハウ ⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ

【ポイント】「パートナーシップ構築宣言」にある下請企業との望ましい取引慣行

①価格決定方法を、交渉の場で話題にする

【ケース】①取引先が「パートナーシップ構築宣言」を行っているか調べる。

※パートナーシップ構築宣言関連HP：「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト (biz-partnership.jp)

https://www.biz-partnership.jp/

②行っている場合は宣言文を印刷し、交渉時に提示する

⇒宣言（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守

①価格決定方法 を話題に出して、価格改定（価格転嫁）の了解を得る

29

パートナーシップ構築宣言の活用



２-⑥．価格交渉のノウハウ（６）【代替案の提示】

【ポイント】（１）交渉が上手く行かない場合、段階的な値上げも提案。

（２）値上交渉が成功しなかった場合（金額据置または目標下回り）、

引換条件等を引き出す。

【ケース】

①交渉が難航している場合、一律的に値上げはせず、段階的な値上げも検討

②値上交渉が成功しなかった場合（目標金額下回り、金額据置、値下げ）、

せめても、以下の引換条件等を引き出し、他の点で優遇条件を受けたい

「受注増加の確約」「原材料の支給」

「支払条件の変更（手形→現金振込へ、支払サイトの短縮化など）」

「納期の長期化（相手先の優先度合を下げる）」など
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３-①．常に新規開拓を【収益が上がる新たな先】

【ポイント】（１）既存先との取引にとらわれず、新たな取引先を開拓する

（２）当社の価値を、適正に評価してくれる新規取引先の開拓

【ケース】

①いつまでも、採算が取れない先にこだわらない（背景：売上減少が怖い・・・）

②徐々にでも良いので、新規取引際の開拓を行う

③攻撃は「最大の防御」

④採算が悪い先の仕事は劣後、自社製品・サービスを適正に評価してくれる先を優先。

⑤自社の「強み」「売り」「他社にはない良い点＝差別化・競争力」は何か

⑥お客様（新規取引先）のニーズはないか？仮説を持って提案できないか？

⑦自社に出入りする業者（商社等）から、新規先や取引先のニーズの紹介は可能か？

⑧ビジネスマッチングサイトへの登録、産業フェアへのブース出展
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３-②．法制度について（下請法）
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３-③．法制度について（下請法の運用基準の改正ポイント）

33

• 「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について 令和６年５月２７日 公正取引委員会



３-④．法制度について（振興基準）

34

振興基準:親事業者が行う下請事業者との下請取引（※）については、下請中小企業振興法に基づき、「振興基準」が定められています。
「振興基準」には、下請事業者の努力と、それに対する親事業者の協力の方向性が示されています



３-⑤．法制度について（振興基準の改定〔2022年〕）
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（最後に）本講演のまとめとして

１．数値の根拠を示すことで説得力が増し、相手の理解度が高まる

情報の検索、データの収集、値上根拠を論理的に構築

２．粘り強い交渉・書面で確実に通知する

諦めない、相手の状況を踏まえた対応、原価計算の重要性

３．取引先とのコミュニケーションを通じた関係構築

相手の経営者や担当者との更なる関係構築、受注拡大へ

４．価格競争を有利に進めるために

自社の得意分野、強み、差別化できる能力の再確認と更なる向上

※事業者の『価格転嫁交渉』は法律で守られている国も推進している

５．新規開拓の重要性

自社の強みや良さをアピール、営業力の向上、売上をどう伸ばすか

～ ご清聴頂き、誠にありがとうございました。～
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